
 

 

 

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例（抜粋） 

 

平成十八年十月二十日 

条例第五十二号 

  

第三章 推進会議 

（設置） 

第二十九条 県は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、障害のある人及びその支

援を行う者、次条第一項に規定する分野における事業者、障害のある人に関する施策又は人権擁護

に関し専門的知識を有する者並びに県の職員からなる会議（以下「推進会議」という。）を組織す

るものとする。 

２ 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

（分野別会議） 

第三十条 推進会議に、次の各号に掲げる分野ごとの会議（以下「分野別会議」という。）を置くも

のとする。 

一 福祉サービス、医療及び情報の提供等の分野 

二 商品及びサービスの提供の分野 

三 労働者の雇用の分野 

四 教育の分野 

五 建物等及び公共交通機関並びに不動産の取引の分野 

２ 分野別会議は、次の各号に掲げる事項に関し協議を行うものとする。 

一 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する差別の状況についての共通の

認識の醸成に関すること。 

二 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすた

めの、構成員によるそれぞれの立場に応じた提案に基づく具体的な取組に関すること。 

三 前号に規定する取組の実施の状況に関すること。 

四 調整委員会と連携して行う、前項各号に掲げるそれぞれの分野における差別の事例及び差別の

解消のための仕組みの分析及び検証に関すること。 

３ 分野別会議の構成員は、基本理念にのっとり、相協力して障害のある人に対する理解を広げ、差

別をなくすための取組の推進に努めなければならない。 

別冊 4 


